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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和1年5月30日(2019.5.30)

【公開番号】特開2019-55908(P2019-55908A)
【公開日】平成31年4月11日(2019.4.11)
【年通号数】公開・登録公報2019-014
【出願番号】特願2018-206407(P2018-206407)
【国際特許分類】
   Ｃ０４Ｂ  35/495    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/187    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/43     (2013.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/09     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/317    (2013.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０４Ｂ   35/495    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   41/187    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   41/43     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   41/09     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   41/317    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年4月15日(2019.4.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基本組成
　（ＫｘＮａｙＬｉ１－ｘ－ｙ）ａ（ＭｎｕＴａｖＳｂｗＮｂ１－ｕ－ｖ－ｗ）Ｏ３のニ
オブ酸カリウムナトリウム（ＰＳＮ）系の、鉛含有量が低減された圧電セラミック材料で
あって、
　式中、０＜ｘ＜１ｙ；０＜ｙ＜１；０＜ｕ＜０．０１；０＜ｖ＜０．３；０≦ｗ＜０．
２、および
　０．９５＜ａ＜１．０５；ｘ＋ｙ≦１であり、
　Ｐｂ、Ｎｂ、および任意にＡｇの混合物の添加は、ｋ重量％のＰｂ＋ｌ重量％のＮｂ＋
ｍ重量％のＡｇに従い、
　式中、
　０＜ｋ＜０．５；０＜ｌ＜１；０≦ｍ＜１であることを特徴とする、圧電セラミック材
料。
【請求項２】
　０．００１＜ｋ≦０．２であることを特徴とする、請求項１に記載の圧電セラミック材
料。
【請求項３】
　０＜ｌ≦０．１７９であることを特徴とする、請求項１または２の一項に記載の圧電セ
ラミック材料。
【請求項４】
　０．００１＜ｋ≦０．２および０＜ｌ≦０．１７９であることを特徴とする、請求項１
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～３の少なくとも一項に記載の圧電セラミック材料。
【請求項５】
　０．００１＜ｋ≦０．１であることを特徴とする、請求項１～４の少なくとも一項に記
載の圧電セラミック材料。
【請求項６】
　０．０２２＜ｌ≦０．０９であることを特徴とする、請求項１～５の少なくとも一項に
記載の圧電セラミック材料。
【請求項７】
　０．００１＜ｋ≦０．１および０．０２２＜ｌ≦０．０９であることを特徴とする、請
求項１～６の少なくとも一項に記載の圧電セラミック材料。
【請求項８】
　ｋ：ｌの比率は１：０．９～１：０．３の範囲にあることを特徴とする、請求項１～７
の少なくとも一項に記載の圧電セラミック材料。
【請求項９】
　ｋ重量％のＰｂ、ｌ重量％のＮｂ、およびｎ重量％のＭｎの混合物の添加を特徴とし、
ｎ：ｌの比率は０．０５～０．１５：０．３０の範囲にある、請求項１～８の少なくとも
一項に記載の圧電セラミック材料。
【請求項１０】
　ｋ：ｎ：ｌの比率は１：０．０９：０．３０であることを特徴とする、請求項９に記載
の圧電セラミック材料。
【請求項１１】
　前記Ｐｂ、Ｎｂ、および任意にＡｇ、および任意にＭｎが、熱的に予備成形され（か焼
され）添加され、又は、前記Ｐｂ、Ｎｂ、および任意にＡｇ、および任意にＭｎが、公称
化合物（ｎｏｍｉｎａｌ ｃｏｍｐｏｕｎｄ）メタニオブ酸鉛（ＰｂＮｂ２Ｏ６）として
添加される、請求項１～１０の少なくとも一項に記載の圧電セラミック材料。
【請求項１２】
　請求項１～１１のうちの一項に記載の鉛含有量が低減された圧電セラミック材料を製造
する方法であって、
・基本組成の原料混合物を製造するステップと、
・基本組成のか焼物を製造するステップと、
・か焼物を微粉砕するステップと、
・スプレー造粒によって粒状物を製造する、または、多層もしくは「同時焼成」プロセス
用流延スラリーを製造するステップと、
・標準大気中で焼結することを含む処理をさらに行うステップと
を特徴とし、前記ステップは記載順に行われる、方法。
【請求項１３】
　請求項１～１１のうちの一項に記載の圧電セラミック材料系の圧電セラミック多層アク
チュエータ。
【請求項１４】
　基本組成
　（ＫｘＮａｙＬｉ１－ｘ－ｙ）ａ（ＭｎｕＴａｖＳｂｗＮｂ１－ｕ－ｖ－ｗ）Ｏ３のニ
オブ酸カリウムナトリウム（ＰＳＮ）系の圧電セラミック材料における、圧電セラミック
材料の焼結間隔を増加させるためのＰｂ、Ｎｂ、および任意にＡｇの混合物の使用であっ
て、
　式中、０＜ｘ＜１ｙ；０＜ｙ＜１；０＜ｕ＜０．０１；０＜ｖ＜０．３；０≦ｗ＜０．
２、および
　０．９５＜ａ＜１．０５；ｘ＋ｙ≦１であり、
　添加されるＰｂ、ＮｂおよびＡｇの含有量が圧電セラミック材料全体に対して重量パー
セントで以下のとおりであるように、ＰｂおよびＮｂの混合物の添加が行われる使用：
　ｋ重量％のＰｂ＋ｌ重量％のＮｂ＋ｍ重量％のＡｇ、
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　式中、０＜ｋ＜０．５：０＜ｌ＜１：０≦ｍ＜１であり、
　セラミック材料の必要な特性が材料の燃焼の間に達成される、２つの温度仕様によって
境界が決定される範囲は、焼結間隔（sintering interval）であると理解され、以下のよ
うに定義される：
ｔａｎδ：≦５０×１０－３

Ｓ３（室温）：＞０．６×１０－３

Ｅｍａｘ：≧２ｋＶ／ｍｍ。
【請求項１５】
　０．００１＜ｋ≦０．２および０＜ｌ≦０．１７９であることを特徴とする、請求項１
４に記載の使用。
【請求項１６】
　０．００１＜ｋ≦０．１および０．０２２＜ｌ≦０．０９であることを特徴とする、請
求項１４または１５に記載の使用。
【請求項１７】
　ｋ：ｌの比率は１：０．９～１：０．３の範囲にあることを特徴とする、請求項１５ま
たは１６に記載の使用。
【請求項１８】
　ｋ重量％のＰｂ、ｌ重量％のＮｂ、およびｎ重量％のＭｎの混合物の添加を特徴とし、
ｎ：ｌの比率は０．０５～０．１５：０．３０の範囲にある、請求項１６または１７に記
載の使用。
【請求項１９】
　ｋ：ｎ：ｌの比率は１：０．０９：０．３０であることを特徴とする、請求項１８に記
載の使用。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　焼結間隔（sintering interval）は、セラミックの必要な特性が材料の燃焼の間に達成
される、２つの温度仕様によって境界が決定される範囲であると理解する。それらは以下
のように定義される：
　ｔａｎδ：≦５０×１０－３

　Ｓ３（室温）：＞０．６×１０－３

　Ｅｍａｘ：≧２ｋＶ／ｍｍ
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